
八王子市指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱実施要領 

 

平成 28年３月１日 

改正 平成 28年４月１日 

改正 平成 29年３月１日 

改正 平成 30年４月１日 

改正 平成 30年８月１日 

改正  令和３年４月１日 

 

この要領は、八王子市指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る要綱（以下「総合事業指定基準要綱」）について必要な内容を定めるものとする。 

 

第一 総合事業指定基準要綱の性格 

１ 総合事業指定基準要綱は、指定第一号サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度

の基準を定めたものであり、指定第一号事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならない

こと。 

２ 指定第一号事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定第一

号事業の指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかになった場合に

は、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったとき

は、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告

に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令すること

ができるものであること。また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなけ

ればならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に

相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われてい

ることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、

次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこ

と又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。 

 ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

  イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

  ロ 介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特

定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与し

たとき 

 ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

 ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をす

ることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事

業者から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要



であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないものとすること。 

 

第二 総論 

１ 事業者指定の単位について 

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとする。ただし、同一法人に限り別

に定める要件を満たす場合、この限りではない。 

２ 用語の定義 

 総合事業指定基準要綱第２条において、一定の用語についてその定義を明らかにしているところで

あるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意味をより明確なものとするととも

に、基準中に用いられている用語であって、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするもの

である。 

（１）「常勤換算方法」 

当該指定第一号事業所及び指定居宅サービス事業所の従業者の勤務延時間の総数を、当該事業

所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数（週 32時間を下回る時間数を定

められている場合は、週 32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。 

この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延

べ数であり、例えば、当該事業所が指定予防訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問看護の指定

を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護

員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものである

こと。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律

第 113号）第 13条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号。以下「育児・

介護休業法」という。）第 23条第１項、同条第３項又は同法第 24条に規定する所定労働時間の短

縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられて

いる場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時

間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

 （２）「勤務延時間数」 

 勤務表上、当該第一号事業又は居宅サービス事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当

該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置

付けられている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することがで

きる時間数は、当該事業所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を

上限とすること。 

（３）「常勤」 

当該指定第一号事業所又は居宅サービス事業所における勤務時間が、当該事業所の就業規則等

において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数（週 32時間を下回る時間数を定められている場

合は、週 32時間を基本とする。）に達する勤務体制を定められていることをいう。ただし、母性健



康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者について

は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤

務すべき時間数を週 30時間として取り扱うことを可能とする。 

   同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同

時並行的に行われることが差し支えないと考えられる管理者の職務については、それぞれに係る

勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすもので

あることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定予防訪問介護相当サービス事業所と指

定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定予防訪問介護相当サービス事業所の管理者と

指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達し

ていれば、常勤要件を満たすこととなる。 

   また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和 22年法律

第 49号）第 65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介

護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介

護休業（以下「介護休業」という。）、同法第 23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又

は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業

に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中

の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の

従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 （４）「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

    原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうも

のである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間（指定

予防通所介護相当サービスについては、サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり、当該

従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、予防通所介護相当サービスについては、あらかじ

め計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合に

は、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足

りるものである。 

３ 指定予防訪問介護相当サービス又は指定予防通所介護相当サービスと指定居宅サービスの一体的運

営等について 

  指定予防訪問介護相当サービス又は指定予防通所介護相当サービスに該当する各事業を行う者が、

指定居宅サービスに該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、指定予防訪問介護相当サービス又は

指定予防通所介護相当サービスの各事業と指定居宅サービスの各事業とが同じ事業所で一体的に運営

されている場合については、居宅サービスにおける各基準を満たすことによって、基準を満たしている

とみなすことができる等の取扱いを行うことができることとされたが、その意義は次のとおりである。 

 例えば、予防訪問介護相当サービスにおいては、指定予防訪問介護相当サービスにおいても、指定居

宅サービスにおいても、訪問介護員等を常勤換算方法で 2.5 人以上配置しなければならないとされて

いるが、同じ事業所で一体的に運営している場合には、合わせて常勤換算方法で５人以上を置かなけれ

ばならないという趣旨ではなく、常勤換算方法で 2.5 人以上配置していることで、指定予防訪問介護

相当サービスも、指定居宅サービスに該当する訪問介護も、双方の基準を満たすこととするという趣旨



である。 

 設備、備品についても同様であり、例えば、定員 30人の指定予防通所介護相当サービス事業所にお

いては、機能訓練室の広さは 30 人×３㎡＝90 ㎡を確保する必要があるが、この 30 人に通所介護事業

所の利用者も含めて通算することにより、要介護者 15 人、要支援者 15 人であっても、あるいは要介

護者 20人、要支援者 10人の場合であっても、合計で 90㎡が確保されていれば、基準を満たすことと

するという趣旨である。 

  要するに、人員についても、設備、備品についても、同一の事業所で一体的に運営する場合にあって

は、例えば、従前から、指定予防通所介護相当サービス事業等を行っている者が、従来通りの体制を確

保していれば、指定居宅サービスの基準も同時に満たしていると見なすことができるという趣旨であ

る。 

 なお、指定予防訪問介護相当サービス又は指定予防通所介護相当サービスと居宅サービスを同一の

拠点において運営されている場合であっても、完全に体制を分離して行われており一体的に運営され

ているとは評価されない場合にあっては、人員についても設備、備品についてもそれぞれが独立して基

準を満たす必要があるので留意されたい。 

また、例えば、指定居宅サービスと緩和した基準による第一号訪問事業等を一体的に運営する場合に

は、緩和した基準による第一号訪問事業等については、人員、設備及び運営基準が異なるため、それぞ

れが独立して基準を満たす必要があるので留意されたい。 

４ 一般原則 

（１）高齢者虐待の防止等 

総合事業指定基準要綱第３条第３項に規定する「従業者等に対する研修の実施その他の必要な

措置」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17年法律第

124号。以下、「高齢者虐待防止法」という。）」第 20条に規定される、 

①従事者等への研修の実施 

②サービス提供を受ける高齢者又はその家族からの苦情の処理体制の整備 

③その他、従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置 

等をいうものとする。なお、①の虐待防止研修については、八王子市やその他の団体が実施する高

齢者虐待防止のための研修を活用するとともに、研修を受講した職員が他の職員へ研修内容を伝

達するなど、幅広く職員全体に周知を図ることが望ましい。また、③の高齢者虐待の防止等のため

の措置とは、他の職員による高齢者虐待を発見した場合の施設内での連絡・相談体制や、八王子市

への通報体制を整備するとともに、これを定期的に職員に周知することをいう。 

上記のほか、高齢者虐待防止法第５条には、養介護施設や養介護施設従事者など高齢者の福祉に

職務上関係のある者は高齢者虐待の早期発見に努めなければならない旨が規定されており、養護

者等による高齢者虐待の疑いを発見した場合は、速やかに高齢者あんしん相談センター（地域包括

支援センター）や八王子市高齢者福祉課と連携し、高齢者虐待の早期解決を図るものとする。 

（２）成年後見制度の活用支援 

総合事業指定基準要綱第３条第４項は、認知症高齢者の増加に伴い判断力の低下が疑われる高

齢者を発見した場合、必要に応じて指定居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業所が社会

福祉協議会ほか、関係機関に速やかに連絡・相談し、成年後見制度の活用を支援することで高齢者



の権利擁護を図ることを目的としたものである。なお、この場合の支援の要否に関しては、本人の

判断能力の状況や家族の支援の状況等を総合的に勘案し慎重に判断するものとする。 

（３）障害者雇用への協力 

指定第一号事業所の運営にあたっては「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第

123 号）」に規定される事業主の責務を認識し、障害者の雇用確保や労働環境の整備に努めるもの

とする。 

（４）障害者就労施設等の受注機会の増大への協力 

    「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24年法律第 50

号）」により、国や地方自治体、独立行政法人には障害者就労施設等の受注機会の増大を図るべき

ことが定められている。また、行政機関のほか、市の障害者計画では企業との連携等により福祉的

就労（障害者福祉施設等における就労）の充実を図ることを目指している。「八王子市が行う障害

者就労施設等からの物品等の調達方針」でも、平成 27年度以降、協力を求める範囲を大学や民間

企業等に拡大することを計画しており、社会福祉施設・事業所など、より多くの団体が障害者就労

施設等への物品等を発注することで、障害者の社会参加と自立支援を推進することとしている。指

定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所についてもその事業活動を通じて障害者

就労施設等の受注機会拡大に協力するよう努めるものとする。 

 

第三 予防訪問介護相当サービス 

１ 人員に関する基準 

（１）訪問介護員等の員数（総合事業指定基準要綱第６条第１項） 

① 指定予防訪問介護相当サービス事業所における訪問介護員等の員数については、常勤換算方法

で 2.5 人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数とし

て定められたものであり、利用者数及び指定予防訪問介護相当サービスの事業の業務量を考慮し、

適切な員数の職員を確保するものとする。 

  ② 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等（以下「登録訪問介護員等」という。）についての

勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。 

   イ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所については、登録訪問介護員等１

人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間

（サービス提供時間及び移動時間をいう。）とすること。 

   ロ 登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない等

のためイの方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所につ

いては、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間の

みを勤務延時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サー

ビス提供の実績に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離して

いると認められる場合には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。 

  ③ 出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の訪問介護員等の勤務延時間数には、出張

所等における勤務延時間数も含めるものとする。 

（２）サービス提供責任者（総合事業指定基準要綱第６条第２項） 



① 利用者の数が 40人又はその端数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなければ

ならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、指定予防

訪問介護相当サービス事業所ごとに最小限必要な員数として定められたものであり、１人のサー

ビス提供責任者が担当する利用者の数の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業

務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。 

   イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 

   ロ 利用者の数については、前３月の平均値を用いる。この場合、前３月の平均値は、暦月ごとの

実利用者の数を合算し、３で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事

業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとする。 

 ② 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次の

とおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当

該事業所における勤務時間が、当該事業所の就業規則等において定める常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（週 32時間を下回る時間数を定められている場合は、週 32時間を基本とする。）の２分

の１以上に達している者でなければならない。 

   イ 利用者の数が 40人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合

において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数を 40で除して得られた数（小

数第１位に切り上げた数）以上とする。 

   ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員数以上の常勤のサービ

ス提供責任者を配置するものとする。 

    ａ 利用者の数が 40人超 200人以下の事業所 

常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から１を減じて得られ

る数以上 

    ｂ 利用者の数が 200人超の事業所 

      常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に２を乗じて３で除し

て得られた数（１の位に切り上げた数）以上 

    従って、具体例を示すと別表一に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサー

ビス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。 

  ③ 総合事業指定基準要綱第６条第５項は、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サ

ービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している指定予防訪問介護相当サ

ービス事業所であって、当該事業所のサービス提供責任者が行う業務が効率的に行われているこ

とにより、サービス提供責任者が担当する利用者を増すごとに支障がないと認められる事業所に

置くべきサービス提供責任者の員数について規定したものであるが、次の点に留意する必要があ

る。 

   イ 「サービス提供責任者の業務に主として従事する者」とは、サービス提供責任者である者が当

該事業所の訪問介護員として行ったサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を

除く。）が、１月あたり 30時間以内であること。 

ロ 「サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている」場合とは、居宅基準においてサー

ビス提供責任者が行う業務として規定されているものについて、省力化・効率化が図られている



ことが必要であり、例えば、以下のような取組が行われていることをいうものである。 

・ 訪問介護員の勤務調整（シフト管理）について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な

調整を可能としていること 

・ 利用者情報（予防訪問介護相当サービス計画やサービス提供記録等）について、タブレット

端末やネットワークシステム等の IT機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有する

ことを可能としていること 

・ 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制（主担当や副担当を定

めている等）を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームと

して対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完す

ることを可能としていること 

この場合において、常勤換算方法を採用する事業所で必要となるサービス提供責任者について

は、②の規定に関わらず、別表二に示すサービス提供責任者数を配置するものとする。 

④ サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサ

ービス提供責任者（平成 24年厚生労働省告示第 118号）各号に定める者であって、原則として常

勤のものから選任するものとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、１級課程につ

いては、看護師等の資格を有する者の場合、全科目を免除することが可能とされていたこと。 

   イ 専ら指定予防訪問介護相当サービスの職務に従事する者であること。 

   ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定

夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。この場合、それぞれの職務につ

いては、第２の２の（３）にいう、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるもの

であることから、当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであるこ

と。 

（３）管理者（総合事業指定基準要綱第７条） 

    指定予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業

所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障

がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である

必要はないものである。 

   ① 当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合 

② 同一敷地内にある等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事

業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事す

る場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所

数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービ

ス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただ

し、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に

認めることができる。） 

２ 設備に関する基準（総合事業指定基準要綱第８条） 

（１）指定予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の

事務室を設けることが望ましいが、同一の事業者が事業所内において別の事業を運営する場合の



み、間仕切りをする等当該他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、当該他の事業と

同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障が

ないときは、指定予防訪問介護相当サービスの事業を行うための区画が明確に特定されていれば

足りるものとする。 

（２）指定予防訪問介護相当サービス事業所には、利用者のプライバシー保護に配慮した適切な設備と

して、利用申込の受付、相談等に対応するための相談室またはパーテーション等により設けた相談

スペースを確保するものとする。 

（３）指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスに必要な設備及び備品

等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備を備えるこ

と。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定予防訪問介護相当サービ

スの事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え

付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。 

    なお、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな

く、貸与を受けているものであっても差し支えない。 

３ 運営に関する基準 

 （１）介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について 

総合事業指定基準要綱第３条第７項は、指定第一号事業の提供に当たっては、法第 118 条の２

第１項に規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進す

ることにより、提供するサービスの質の向上に努めなければならないこととしたものである。 

この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：Long-term care Information system 

For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望ましい（こ

の点については、以下の他のサービス種類についても同様とする。）。 

（２）管理者及びサービス提供責任者の責務 

総合事業指定基準要綱第９条は、指定予防訪問介護相当サービス事業所の管理者とサービス提

供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに

従業者に総合事業指定基準要綱第２章第４節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令

を、サービス提供責任者は、指定予防訪問介護相当サービスに関するサービス内容の管理について

必要な業務等として、総合事業指定基準要綱第９条第３項各号に具体的に列記する業務を行うも

のである。この場合、複数のサービス提供責任者を配置する指定予防訪問介護相当サービス事業所

において、サービス提供責任者間での業務分担を行うことにより、指定予防訪問介護相当サービス

事業所として当該業務を適切に行うことができているときは、必ずしも１人のサービス提供責任

者が当該業務の全てを行う必要はない。 

また、同条第３項第３号において、サービス提供責任者は居宅介護支援事業者等に対して、指定

訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況や口腔機能等の利用者の心身の状態及び生活

の状況に係る必要な情報の提供を行うこととされているが、情報の提供は、サービス担当者会議等

を通じて行うことも差し支えない。必要な情報の内容については、 

例えば、 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 



・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない 

等の利用者の心身又は生活状況に係る情報が考えられるが、居宅介護支援事業者等に対して情

報提供する内容は、サービス提供責任者が適切に判断することとする。なお、必要な情報の提供に

ついては、あらかじめ、サービス担当者会議等で居宅介護支援事業者等と調整しておくことが望ま

しい。 

なお、サービス提供責任者は、利用者に対して適切な予防訪問介護相当サービスを提供するため

に重要な役割を果たすことに鑑み、その業務を画一的に捉えるのではなく、予防訪問介護相当サー

ビス事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常

に必要な知識の修得及び能力の向上に努めなければならない。 

（３）運営規程 

     総合事業指定基準要綱第 10条は、指定予防訪問介護相当サービスの事業の適正な運営及び利用

者に対する適切な指定予防訪問介護相当サービスの提供を確保するため、同条第１号から第８号

までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定予防訪問介護相当サービス事業所ごとに

義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。なお、同一事業者が同一敷地内にあ

る事業所において、複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う

場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えない（この点については他のサービ

ス種類についても同様とする。）。 

① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定め

るに当たっては、総合事業指定基準要綱第６条において置くべきとされている員数を満たす

範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない（総合事業指定基準要綱第 13条に

規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）（以下、他のサービ

ス種類についても同趣旨。）。    

   ② 指定予防訪問介護相当サービスの内容（第４号） 

     「指定予防訪問介護相当サービスの内容」とは、身体介護、生活援助、通院等のための乗車又

は降車の介助等のサービスの内容を指すものであること。 

   ③ 利用料その他の費用の額（第４号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定予防訪問介護相当サービスに係る利用

料（１割負担、２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスでない指定予防訪問介護相

当サービスの利用料（10割分）を、「その他の費用の額」としては、総合事業指定基準要綱第

24 条第３項により徴収が認められている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係



る費用の額を規定するものであること（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

   ④ 通常の事業の実施地域（第５号） 

     通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業

の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが

行われることを妨げるものではないものであること（以下、総合事業指定基準要綱第 45条及

び第 55条第６号についても同趣旨。）。 

   ⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 

(28)の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）

や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指

す内容であること（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

（４）介護等の総合的な提供 

総合事業指定基準要綱第 11条は、総合事業指定基準要綱第４条の基本方針等を踏まえ、指定予

防訪問介護相当サービスの事業運営に当たっては、多種多様な予防訪問介護相当サービスの提供

を行うべき旨を明確化したものである。指定予防訪問介護相当サービス事業は、生活全般にわたる

援助を行うものであることから、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、入浴、排せつ、食事等

の介護（身体介護）又は調理、洗濯、掃除等の家事（生活援助）を総合的に提供しなければならず、

また、指定予防訪問介護相当サービス事業所により提供しているサービスの内容が、身体介護のう

ち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうち特定のサービス行為に偏ったりしてはならな

いこととしたものである。また、サービス提供の実績から特定のサービス行為に偏っていることが

明らかな場合に限らず、事業運営の方針、広告、従業者の勤務体制、当該事業者の行う他の事業と

の関係等の事業運営全般から判断して、特定のサービス行為に偏ることが明らかであれば、本条に

抵触することとなる。 

    また、「偏っている」とは、特定のサービス行為のみを専ら行うことはもちろん、特定のサービ

ス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていれば、

これに該当するものである。 

（５）勤務体制の確保等 

    総合事業指定基準要綱第 12条は、利用者に対する適切な指定予防訪問介護相当サービスの提供

を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要があ

る。 

① 指定予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護

員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サー

ビス提供責任者である旨等を明確にすること。 

② 同条第２項は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって指定予防訪

問介護相当サービスを提供するべきことを規定したものであるが、指定予防訪問介護相当サービ

ス事業所の訪問介護員等とは、雇用契約、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）に規定する労働

者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すも

のであること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則（昭和 61 年



厚生省令第 49 号）第１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業として行う訪問介

護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者（同法に規定する紹介予定派遣又は同法第

40条の２第１項第３号又は第４号に該当する場合を除く。）であってはならないことに留意する

こと。 

③ 総合事業指定基準要綱第 12条第３項は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の従業者

たる訪問介護員等の質の向上を図るため、外部の研修実施機関が実施する研修（以下「外部研修」

という。）や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

47年法律第 113号）第 11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律（昭和 41年法律第 132号）第 30条の２第１項の規定に基づき、

事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけ

るハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられてい

ることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じる

ことが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについて

は、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18年厚生労働省告示第 615号）及び

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」

という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりであ

る。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の

方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあ

らかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24

号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30条の２第１項の規定により、中小企業（医療・

介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000 万円以下又は常

時使用する従業員の数が 100人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それま

での間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じる

よう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン



ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メ

ンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のた

めの取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されて

いる。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求め

られていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあた

っては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のため

の手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きにつ

いては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相

談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主

が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、

介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

  (６) 業務継続計画の策定等 

① 総合事業指定基準要綱第12条の２は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、感染症や災

害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定予防訪問介護相当サービスの提供を受け

られるよう、指定予防訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するととも

に、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対

して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたもので

ある。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、総合事業指定基準要綱第

12条の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等に

より行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り

組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加でき

るようにすることが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、総合事業指定基準要綱附則において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもの

ではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有



等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の

対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③  研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとと

もに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④  訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場

合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業

務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実

施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

（７）内容及び手続の説明及び同意 

    総合事業指定基準要綱第 13条は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切

な指定予防訪問介護相当サービスを提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の運営規程の概要、訪問介護員

等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況

（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用

申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書等の文書を交

付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定予防訪問介護相当サービスの提供を受けるこ

とにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及

び指定予防訪問介護相当サービス事業者双方の保護の立場から書面によって確認しなければなら

ない。 

（８）提供拒否の禁止 

     総合事業指定基準要綱第 14条は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、原則として、利用

申込に対しては応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を

理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。また、利用者が特定のサービス行為

以外の予防訪問介護相当サービスの利用を希望することを理由にサービス提供を拒否することも

禁止するものである（ただし、厚生省通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」（平

成 12 年 11 月 16 日老振第 76 号）の１を除く。）。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合

とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業



所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定予防訪問介護

相当サービスを提供することが困難な場合である。 

（９）サービス提供困難時の対応 

    指定予防訪問介護相当サービス事業者は、総合事業指定基準要綱第 14 条の正当な理由により、

利用申込者に対し自ら適切な指定予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認め

た場合には、総合事業指定基準要綱第 15条の規定により、当該利用申込者に係る介護予防支援事

業者又は第一号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定予防訪問介護相当サービス事業者

等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

（10）受給資格等の確認 

① 総合事業指定基準要綱第 16条第１項は、指定予防訪問介護相当サービスの利用に係る費用につ

き保険給付を受けることができるのは、要介護認定又は基準該当状態の有無を受けている被保険

者に限られるものであることを踏まえ、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介

護相当サービスの提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介

護認定の有無又は基準該当状態の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないこと

としたものである。 

  ② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該

被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定予防訪問介護相

当サービス事業者は、これに配慮して指定予防訪問介護相当サービスを提供するように努めるべ

きことを規定したものである。 

（11）要介護認定の申請に係る援助 

  ① 総合事業指定基準要綱第 17条第１項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効

力が申請時に遡ること、また、事業対象者か否かの判別は申請後速やかに決定されることから、い

ずれの場合も指定予防訪問介護相当サービスの利用に係る費用が保険給付の対象となりうること

を踏まえ、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者が要介護認定又は基準該当状態の

有無を受けていないことを確認した場合には、要介護認定又は基準該当状態の有無の申請が既に

行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

  ② 同条第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごとに終了し、継続して保険給付を

受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から 30日以内に

行われることとされていることから、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、居宅介護支援（こ

れに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認める

ときは、当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 60 日前から 30 日前までの間

に、速やかに要介護認定の更新の申請がなされるよう必要な援助を行わなければならないことと

したものである。当該認定は申請の日から 30日以内に行われることとされているが、訪問調査に

係る日程調整や主治医意見書の入手に時間を要するケースがあることから、更新申請が可能とな

る有効期間終了の 60日前以降、速やかに更新の申請がなされるよう必要な援助を行うことを規定

したものである。 

（12）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 



     総合事業指定基準要綱第 20条は、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号。以下「施

行規則」という。）施行規則第 140 条の 62 の４に該当する利用者は、指定予防訪問介護相当サー

ビスの提供を法定代理受領サービスとして受けることができることを踏まえ、指定予防訪問介護

相当サービス事業者は、施行規則第 140条の 62の４に該当しない利用申込者又はその家族に対し、

指定予防訪問介護相当サービスの提供を法定代理受領サービスとして受けるための要件の説明、

介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受領サー

ビスを行うために必要な援助を行わなければならないこととしたものである。 

（13）介護予防サービス計画又は介護予防プラン等の変更の援助 

    総合事業指定基準要綱第 22条は、指定予防訪問介護相当サービスを法定代理受領サービスとし

て提供するためには当該指定予防訪問介護相当サービスが介護予防サービス計画（省令第 83条の

９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）又は介護予防プラン（法第 115 条の 45 第

１項ニの規定による第一号介護予防支援事業を行う者が作成するケアプランをいう。以下同じ。）

に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者

が介護予防サービス計画又は介護予防プランの変更を希望する場合（利用者の状態の変化等によ

り追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う等のために

介護予防サービス計画又は介護予防プランの変更が必要となった場合で、指定予防訪問介護相当

サービス事業者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利

用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者への連絡、サービスを追加する場

合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用する場合には支給限度額の範囲内で介護予

防サービス計画又は介護予防プランを変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を行わな

ければならないこととしたものである。 

（14）身分を証する書類の携行 

総合事業指定基準要綱第 23条は、利用者が安心して指定予防訪問介護相当サービスの提供を受

けられるよう、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業

所の訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたもので

ある。この証書等には、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の名称、当該訪問介護員等の氏

名を記載するものとし、当該訪問介護員等の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 

（15）サービスの提供の記録 

  ① 総合事業指定基準要綱第 24条第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度

額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定予防訪問介護相当サービス

事業者は、指定予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該指定予防訪問介護相当サービス

の提供日、提供時間、内容（例えば、身体介護、生活援助）、保険給付の額その他必要な事項を、

利用者の介護予防サービス計画又は介護予防プランの書面又はサービス利用票等に記載しなけれ

ばならないこととしたものである。 

  ② 同条第２項は、当該指定予防訪問介護相当サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内

容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等

を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報



を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。 

また、ここでいう文書の交付には原記録の写しが含まれ、「その他適切な方法」とは、例えば、

利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法をいうものである。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、総合事業指定基準要綱第 39条第２項の規

定に基づき、５年間保存しなければならない。 

（16）利用料等の受領 

  ① 総合事業指定基準要綱第 25条第１項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受

領サービスとして提供される指定予防訪問介護相当サービスについての利用者負担として、第一

号事業支給費用基準額の１割、２割又は３割（法第 50条若しくは第 60条又は第 69条第５項の規

定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合については、それに応じた割合）の

支払を受けなければならないことを規定したものである。 

  ② 総合事業指定基準要綱第 25条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代

理受領サービスでない指定予防訪問介護相当サービスを提供した際に、その利用者から支払を受

ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定予防訪問介護相当サービスに係る費用の額

の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたも

のである。 

    なお、指定予防訪問介護相当サービスのサービスとは別に、介護保険外サービス（介護保険給付

の対象とならない、指定予防訪問介護相当サービスのサービスと明確に区分されるサービス）を提

供する場合には、利用者にわかりやすいように、指定予防訪問介護相当サービス事業とは別事業と

して区分けし、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定予防訪問介護相当サービスの事業とは別事業であり、当該サービ

スが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

    ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定予防訪問介護相当サービス事業所の運営規程

とは別に定められていること。 

    ハ 会計が指定予防訪問介護相当サービスの事業の会計と区分されていること。 

  ③ 同条第３項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護相当サービスの提

供に関して、前２項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居

宅において指定予防訪問介護相当サービスを行う場合の交通費（移動に要する実費）の支払を利用

者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されな

いあいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

  ④ 同条第４項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の交通費の支払を受けるに当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を

得なければならないこととしたものである。 

（17）保険給付の請求のための証明書の交付 

総合事業指定基準要綱第 26条は、利用者が特別区及び市町村に対する保険給付の請求を容易に

行えるよう、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスでない指定予防訪問

介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定予防訪問介護相当サービス

の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサー



ビス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないこととしたものである。 

（18）家族等に対するサービス提供の禁止 

    指定予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者の同居家族である訪問介護員等に指定予防訪

問介護相当サービスの提供をさせてはならないこととなっているが、総合事業指定基準要綱第 27

条第２項は、家族による介護と介護保険給付の対象となるサービスとの区分を明確にする観点か

ら、同居家族以外であっても配偶者、３親等内の親族である訪問介護員等に指定予防訪問介護相当

サービスの提供をさせないよう努めるべきことを規定したものである。 

（19）利用者に関する特別区及び市町村への通知 

     総合事業指定基準要綱第 28条は、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己

の故意の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又は基準該当状態もしくはその原因とな

った事故を生じさせるなどした者については、市町村が、法第 22条第１項に基づく既に支払った

保険給付の徴収又は法第 64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定予防

訪問介護相当サービス事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知し

なければならない事由を列記したものである。 

（20）緊急時等の対応 

総合事業指定基準要綱第 29条は、訪問介護員等が現に指定予防訪問介護相当サービスの提供を

行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた

緊急時の対応方法に基づき速やかに主治の医師（以下「主治医」という。）への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならないこととしたものである。 

（21）衛生管理等 

① 総合事業指定基準要綱第 30条第１項及び第２項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定予防訪問介護相当サービス事業所の

設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指定予防訪問介

護相当サービス事業者は、訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染

の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じ

る必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、

具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実

施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えな

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、総合事業指定基準要綱附則において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下

「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により

構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極

的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専

任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要であ



る。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定

期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が

ある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定

される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、

明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん

延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発すると

ともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うもの

とする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を

開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実

施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための

研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事

業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 



(22) 掲示 

① 総合事業指定基準要綱第31条第１項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、運営規程の

概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三

者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の

開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介護事業

所の見やすい場所に掲示することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要があ

る。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又は

その家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 訪問介護員等の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨

であり、訪問介護員等の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族等が自由に閲覧可能な形で当該指定訪問介護事業所内に備え付けることで同条第１項の掲示

に代えることができることを規定したものである。 

 

（23）秘密保持等 

  ① 総合事業指定基準要綱第 32条第１項は、指定予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等

その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ

る。 

  ② 同条第２項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者に対して、過去に当該指定予防訪問介護

相当サービス事業所の訪問介護員等その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体

的には、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定予防訪問介護相当サービス事業所の訪

問介護員等その他の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、

従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこと

とするものである。 

  ③ 同条第３項は、訪問介護員等がサービス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて利用

者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と

共有するためには、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、あらかじめ、文書により利用者又は

その家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始

時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

（24） 不当な働きかけの禁止 

総合事業指定基準要綱第 33 条の２は、介護予防支援事業者に対する利益供与に当たらない場合

であっても、指定予防訪問介護相当サービス事業者が、介護予防サービス計画の作成又は変更に関

し、担当職員又は被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることな

どの不当な働きかけを行ってはならないこととしたものである。具体的には、例えば、指定予防訪

問介護相当サービス事業者と介護予防支援事業者が同一法人等である場合や同一の建物等に所在

する場合において、当該利用者の状況を勘案することなく、自らが提供する予防訪問介護サービス



を予防サービス計画に位置付けるよう働きかけるような場合が該当する。 

（25）介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 

    総合事業指定基準要綱第 34条は、介護予防支援又は第一号介護予防支援の公正中立性を確保す

るために、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援

事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの

対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととしたものである。 

（26）苦情処理 

  ① 総合事業指定基準要綱第 35条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情

処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら

かにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要に

ついても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

  ② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定予防訪問介護相当サービス事業者

が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定予防訪問介護相当サービス事業者が提

供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけた

ものである。 

    また、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要

な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行う

べきである。 

    なお、総合事業指定基準要綱第 39条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、５年間保

存しなければならない。 

  ③ 総合事業指定基準要綱第 35条第３項は、法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けら

れている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者であ

る市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康

保険団体連合会と同様に、指定予防訪問介護相当サービス事業者に対する苦情に関する調査や指

導、助言を行えることを運営基準上、明確にしたものである。 

（27）地域との連携等 

   ① 総合事業指定基準要綱第 36条第 1項は、総合事業指定基準要綱第３条第２項の趣旨に基づき、

介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規

定したものである。 

      なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、

婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

   ② 同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定予防訪問介護相当サービ

ス事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要支援者等に指定予防訪問介護相当サービス

を提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要支援者等のみを対象としたサービス

提供が行われないよう、総合事業指定基準要綱第 14条の正当な理由がある場合を除き、地域包

括ケア推進の観点から地域の要支援者等にもサービス提供を行うよう努めなければならないこ

とを定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて、市が条例等を定め

る場合や、指定の際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合



以上を当該集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を

設けることは差し支えないものとする。この際、自立支援や重度化防止等につながるようなサー

ビス提供がなされているか等、サービスの質が担保されているかが重要であることに留意する

こと。 

 （28）虐待の防止 

総合事業指定基準要綱第36条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。

虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼ

す可能性が極めて高く、指定予防訪問介護相当サービス事業者は虐待の防止のために必要な措置

を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等について

は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律第124

号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、

利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措

置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定予防訪問介護相当サービス事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心が

けながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研

修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防

止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも

重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に

準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置

（虐待等に対する相談体制、市の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利

用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な

対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に通報される必要があり、指定指定予防訪問介護

相当サービス事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市等が行う虐待等に対する調査

等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、総合事業指定基準要綱附則において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされているが、指定予防訪問介護

相当サービス事業者においては、同要綱第３条第３項及び第二の４の（１）の規定を遵守するこ

と。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその

再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成す



る。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要であ

る。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであること

が想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別

の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、

そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知

徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法

に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する

こ と 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定予防訪問介護相当サービス事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のよう

な項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等



の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定指定予防訪問介護相当サービス事

業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定指定予防訪問介護相当サービス事業者

が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、

新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研

修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定予防訪問介護相当サービス事業所における虐待を防止するための体制として、①から③ま

でに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者とし

ては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

（29）事故発生時の対応 

    総合事業指定基準要綱第 37条は、利用者が安心して指定予防訪問介護相当サービスの提供を受

けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定予防訪問介護相当サービス

事業者は、利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、特

別区及び市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支

援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。 

なお、総合事業指定基準要綱第 39条第２項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録は、５年間保存しなければならない。 

    このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合の対応方法

については、あらかじめ指定予防訪問介護相当サービス事業者が定めておくことが望ましいこ

と。 

② 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、

損害賠償保険に加入しておくか、又は必要な賠償資力を保持するよう努めること。 

③ 指定予防訪問介護相当サービス事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防

ぐための対策を講じること。 

（30）会計の区分 

     総合事業指定基準要綱第 38条は、指定予防訪問介護相当サービス事業者は、指定予防訪問介護

相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定予防訪問介護相当サービスの事業の会

計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理

の方法等については、別に通知するところによるものであること。 

（31） 記録の整備 

総合事業指定基準要綱第39条第２項は、指定予防訪問介護相当サービス事業者が同項各号に規定

する記録を整備し、５年間保存しなければならないこととしたものである。 



なお、「当該利用者の契約終了の日」とは、契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死

亡、利用者の自立等により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

 

４ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（１）指定予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針 

    総合事業指定基準要綱第 40 条にいう指定予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針について、

特に留意すべきところは、次のとおりである。 

① 予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養

改善といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境調

整等を通じて、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ行うこ

と。 

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじ

め、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの

指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用

者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

④ 提供された介護予防サービスについては、予防訪問介護相当サービス計画に定める目標達成

の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなけ

ればならないものであること。 

（２）指定予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針 

  ① 総合事業指定基準要綱第 41条第１項第１号及び第２号は、サービス提供責任者は、予防訪問介

護相当サービス計画を作成しなければならないこととしたものである。予防訪問介護相当サービ

ス計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、予防訪問介護相当サービスの提供によ

って解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明

確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時

間、日程等を明らかにするものとする。なお、予防訪問介護相当サービス計画の様式については、

事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

  ② 予防訪問介護相当サービス計画は、介護予防サービス計画又は介護予防プランに沿って作成さ

れなければならないこととされ、予防訪問介護相当サービス計画の作成後に介護予防サービス計

画又は介護予防プランが作成された場合は、当該予防訪問介護相当サービス計画が介護予防サー

ビス計画又は介護予防プランに沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

  ③ 総合事業指定基準要綱第 41条第１項第３号から第５号までは、サービス提供に当たっての利用

者又はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、予防訪問介護相当サービス計画

は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その

内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容



等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。サービス提供責任者は、予防訪

問介護相当サービス計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説

明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

    また、予防訪問介護相当サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければな

らず、当該予防訪問介護相当サービス計画は、総合事業指定基準要綱第 39条第２項の規定に基づ

き、５年間保存しなければならないこととしている。 

  ④ 総合事業指定基準要綱第 41条第１項第６号は、指定予防訪問介護相当サービスの提供に当たっ

ては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する

等、研鑽を行うべきものであることとしたものである。 

  ⑤ 同条同項第７号から第９号までは、事業者に対して介護予防サービスの提供状況等について介

護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する報告の義務づけを行うとともに、予防

訪問介護相当サービス計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング）

を義務づけるものである。介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する実施状況

等の報告については、サービスが介護予防サービス計画又は介護予防プランに即して適切に提供

されているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大きく異なることとなっていな

いか等を確認するために行うものであり、毎月行うこととしている。 

    また、併せて、事業者は予防訪問介護相当サービス計画に定める計画期間が終了するまでに１

回はモニタリングを行い、利用者の予防訪問介護相当サービス計画に定める目標の達成状況の把

握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる

場合等については、担当する介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等とも相談の上、

必要に応じて当該予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うこととしたものである。 

⑥ 八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する条例第 20条第１項第 12号において、「担当職員は、介護予

防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者に対して、予防訪問介護相当サービス

計画等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定していることを

踏まえ、介護予防サービス計画又は介護予防プランに基づきサービスを提供している指定予防訪

問介護相当サービス事業者は、当該介護予防サービス計画又は介護予防プランを作成している指

定介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者から予防訪問介護相当サービス計画の提供

の求めがあった際には、当該介護予防訪問計画を提出することに協力するよう努めるものとする。 

 

訪問型サービスＡ 

第四 訪問型サービスＡ 

１ 人員に関する基準 

（１）従業者の員数（総合事業指定基準要綱第 44条第１項） 

  ① 指定訪問型サービスＡ事業所における従業者の員数については、利用者数及び指定訪問型サー

ビスＡの事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。 

（２）サービス提供責任者（総合事業指定基準要綱第 44条第２項） 

① 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次



のとおりとする。ただし、指定訪問介護及び指定予防訪問介護相当サービスと一体的にサービス提

供を行っている事業所については、第三の１の（２）の取扱いと同様の取扱いとする。 

イ 利用者の数５０人を基準とし、次の計算式により求めた時間数（小数第１位に切り上げた数）

以上配置すること。 

   常勤の従業者が勤務すべき 1月の時間数 × （利用者数 ÷ ５０） 

ロ 利用者の数については、前３月の平均値を用いる。この場合、前３月の平均値は、暦月ごとの

実利用者の数を合算し、３で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事

業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとする。 

ハ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 

② サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士、厚生労働大臣が定めるサー

ビス提供責任者（平成 24年厚生労働省告示第 118号）各号に定める者又は３年以上介護等の業務

に従事した者であって、介護保険法施行規則第 22 条の 23 第１項に規定する介護職員初任者研修

課程を修了したものであって、指定訪問型サービスＡの職務に従事する者から選任するものとす

る。 

③ ②の「３年以上介護等の業務に従事した者であって、介護保険法施行規則第 22 条の 23 第１項

に規定する介護職員初任者研修課程を修了したもの」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62

年法律第 30号)第 40条第２項第１号に規定する「３年以上介護等の業務に従事した者」と同様と

し、その具体的取扱いについては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資

格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和 63 年２月 12 日社庶第 29 号厚生省社会局長、児

童家庭局長連名通知)の別添２「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」

を参考とされたい。 

なお、看護師等の資格を有する者については、一級課程の全科目を免除することが可能とされて

いたことから、３年以上の実務経験は要件としないものであること。 

 ④ ３年間の実務経験の要件が達成された時点と介護職員初任者研修課程（二級課程を修了した場

合は二級課程）の研修修了時点との前後関係は問わないものであること。 

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則とし

て含まれないものであるが、特定非営利活動法（平成 10年法律第７号）に基づき設立された特定

非営利活動法人が法第 115条の 45の５第１項の規定に基づき訪問型サービスＡに係る指定を受け

ている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行うことを予

定している訪問型サービスＡと、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについ

ては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に所属して当該事業を担当した経

験を有する者の経験を、当該者の３年の実務経験に算入して差し支えないものとする。 

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としても実務経験の算入を認められた

ものと解してはならないこと。 

（３）準用 

    総合事業指定基準要綱第 45条の規定により、総合事業指定基準要綱第７条及び第 8条は、指定

訪問型サービスＡの事業について準用されるものであるため、第三の１の（３）及び第三の２を参

照されたい。 



２ 運営及び設備に関する基準 

（１）サービスの提供の記録 

  ① 総合事業指定基準要綱第 46条第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度

額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問型サービスＡ事業者は、

指定訪問型サービスＡを提供した際には、当該指定訪問型サービスＡの提供日、提供時間、生活援

助の内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防プラン

の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないこととしたものである。 

  ② 同条第２項は、当該指定訪問型サービスＡの提供日、提供したサービスの内容、必要に応じて利

用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図

るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利

用者に対して提供しなければならないこととしたものである。 

また、ここでいう文書の交付には原記録の写しが含まれ、「その他適切な方法」とは、例えば、

利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法をいうものである。 

なお、提供したサービスの内容等の記録は、総合事業指定基準要綱第 47条第２項の規定に基づ

き、５年間保存しなければならない。 

 （２）記録の整備 

総合事業指定基準要綱第47条第２項の規定は、同要綱第39条第２項の規定と同趣旨であるた

め、第三の３の（31）を参照されたい。 

（３）準用 

    総合事業指定基準要綱第 48 条の規定により、総合事業指定基準要綱第９条から第 23 条まで及

び第 25 条から第 38 条は、指定訪問型サービスＡの事業について準用されるものであるため、第

三の３の（１）から（14）まで及び（16）から（30）までを参照されたい。 

３ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（１）指定訪問型サービスＡの基本取扱方針 

    総合事業指定基準要綱第 49条にいう指定訪問型サービスＡの基本取扱方針について、特に留意

すべきところは、次のとおりである。 

① 訪問型サービスＡの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善とい

った特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整等を通

じて、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。 

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじ

め、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの

指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用

者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

④ 提供された介護予防サービスについては、訪問型サービスＡ計画に定める目標達成の度合い



や利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければなら

ないものであること。 

（２）指定訪問型サービスＡの具体的取扱方針 

  ① 総合事業指定基準要綱第 50条第１項第１号及び第２号は、サービス提供責任者は、訪問型サー

ビスＡ計画を作成しなければならないこととしたものである。訪問型サービスＡ計画の作成に当

たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問型サービスＡの提供によって解決すべき問題状況を

明らかにし（アセスメント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護

員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするも

のとする。なお、訪問型サービスＡ計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えな

い。 

  ② 訪問型サービスＡ計画は、介護予防サービス計画又は介護予防プランに沿って作成されなけれ

ばならないこととされ、訪問型サービスＡ計画の作成後に介護予防サービス計画又は介護予防プ

ランが作成された場合は、当該訪問型サービスＡ計画が介護予防サービス計画に沿ったものであ

るか確認し、必要に応じて変更するものとする。 

  ③ 総合事業指定基準要綱第 50条第１項第３号から第５号までは、サービス提供に当たっての利用

者又はその家族に対する説明について定めたものである。即ち、訪問型サービスＡ計画は、利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容につ

いて説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利

用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。サービス提供責任者は、訪問型サービス

Ａ計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うととも

に、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 

    また、訪問型サービスＡ計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該

訪問型サービスＡ計画は、総合事業指定基準要綱第 47条第２項の規定に基づき、５年間保存しな

ければならないこととしている。 

  ④ 総合事業指定基準要綱第 50条第１項第６号は、指定訪問型サービスＡの提供に当たっては、介

護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を

行うべきものであることとしたものである。 

  ⑤ 同条同項第７号は、事業者に対して介護予防サービスの提供状況等について介護予防支援事業

者又は第一号介護予防支援事業者に対する報告の義務づけるものである。介護予防支援事業者又

は第一号介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告については、サービスが介護予防サービ

ス計画又は介護予防プランに即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時から利

用者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認するために行うものであり、毎月行

うこととしている。 

⑥ 八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する条例第 20条第１項第 12号において、「担当職員は、介護予

防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者に対して、訪問型サービスＡ計画等基

準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、介

護予防サービス計画又は介護予防プランに基づきサービスを提供している指定訪問型サービスＡ



事業者は、当該介護予防サービス計画又は介護予防プランを作成している指定介護予防支援事業

者又は第一号介護予防支援事業者から訪問型サービスＡ計画の提供の求めがあった際には、当該

訪問型サービスＡ計画を提出することに協力するよう努めるものとする。 

 

予防通所介護相当サービス 

第五 予防通所介護相当サービス 

１ 人員に関する基準 

（１）従業者の員数（総合事業指定基準要綱第 53条） 

  ① 指定予防通所介護相当サービスの単位とは、同時に、一体的に提供される指定予防通所介護相

当サービスをいうものであることから、例えば、次のような場合は、２単位として扱われ、それぞ

れの単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。 

イ 指定予防通所介護相当サービスが同時に一定の距離を置いた二つの場所で行われ、これらの

サービスの提供が一体的に行われているといえない場合 

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定予防通所介護相当サービスを提供する場合 

また、利用者ごとに策定した予防通所介護相当サービス計画に位置づけられた内容の指定予防

通所介護相当サービスが一体的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の

異なる利用者に対して指定予防通所介護相当サービスを行うことも可能である。なお、同時一体的

に行われているとは認められない場合は、別単位となることに留意すること。 

② 総合事業指定基準要綱第 53条第１項第１号の生活相談員、同項第３号の介護職員及び同条第２

項の看護職員又は介護職員の人員配置については、提供日ごとに、当該職種の従業員がサービス提

供時間内に勤務する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という。）を提供時間数で除して得た数

が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必

要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わないものである。 

③ 生活相談員については、指定予防通所介護相当サービスの単位の数にかかわらず、次の計算式の

とおり指定予防通所介護相当サービス事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必

要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から

終了時刻まで（サービスが提供されていない時間帯を除く。）とする。 

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） 

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 

例えば、１単位の指定予防通所介護相当サービスを実施している事業所の提供時間数を６時間

とした場合、生活相談員の勤務延時間数を、提供時間数である６時間で除して得た数が１以上とな

るよう確保すればよいことから、従業者の員数にかかわらず６時間の勤務延時間数分の配置が必

要となる。また、例えば午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単位の指定予防通所介護相

当サービスを実施している事業所の場合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前９時から

午後６時（正午から午後１時までを除く。）となり、提供時間数は８時間となることから、従業者

の員数にかかわらず８時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。 

なお、指定予防通所介護相当サービス事業所が利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機

関、他の介護予防サービス事業者、地域の住民活動等と連携し、指定予防通所介護相当サービス事



業所を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよ

うに、生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席す

るための時間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相

談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な

生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支

える取組のために必要な時間も含めることができる。 

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、

これらに支障がない範囲で認められるものである。 

④ 総合事業指定基準要綱第 53条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適用を受ける場合の看護

職員又は介護職員を含む。以下⑤について同じ。）については、指定予防通所介護相当サービスの

単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤務延時間数は、次の

計算式のとおり提供時間数及び利用者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当該

単位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数）とす

る。 

   （確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） 

    ・利用者数 15人まで 

     単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

    ・利用者数 16人以上 

     単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供時間数 

     ※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 

     例えば、利用者数 18 人、提供時間数を５時間とした場合、（18－15）÷５＋１＝1.6 となり、

５時間の勤務時間数を 1.6名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、５×1.6

＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。利用者数と平均提供時間数に応じて確保

すべき勤務延時間数の具体例を別表三に示すものとする。 

     なお、介護職員については、指定予防通所介護相当サービスの単位ごとに常時１名以上確保

することとされているが、これは、介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めた

ものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務延時間数が、当該事業所におけるサ

ービス提供開始時刻から終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時１名以上が確

保されるよう配置を行う必要があることに留意すること。 

     また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の指定予防通所介護相当サービスの

単位の介護職員として従事することができるとされたことから、例えば複数の単位の指定予防

通所介護相当サービスを同じ時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員等が常に１名以

上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な配置が可能である。 

⑤ 看護職員については、指定予防通所介護相当サービス事業所の従業者により確保することに加

え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能である。具体的な取

扱いは以下のとおりとする。 

ア 指定予防通所介護相当サービス事業所の従業者により確保する場合 

提供時間帯を通じて、専ら当該指定予防通所介護相当サービスの提供に当たる必要はないが、当



該看護職員は提供時間帯を通じて、指定予防通所介護相当サービス事業所と密接かつ適切な連携

を図るものとする。 

イ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保する場合 

看護職員が指定予防通所介護相当サービス事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行

い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定予防通所介護相当サービス事業所が提供時間帯を

通じて密接かつ適切な連携を図るものとする。 

なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定予防通所介護相当サービス事業所へ駆

けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。 

⑥ 機能訓練指導員については、利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退防止の訓練を行

うために、利用者の心身の状態を的確に把握し、かつ、利用者ごとに作成する予防通所介護相当サ

ービス計画に定められた機能訓練を適切に実施するために必要な程度配置すること。 

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定予防通所介護相当サービスについての利用者の数

又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数

の上限をいうものである。従って、例えば、１日のうちの午前の提供時間帯に利用者 10人に対し

て指定予防通所介護相当サービスを提供し、午後の提供時間帯に別の利用者 10人に対して指定予

防通所介護相当サービスを提供する場合であって、それぞれの指定予防通所介護相当サービスの

定員が 10 人である場合には、当該事業所の利用定員は 10 人、必要となる介護職員は午前午後そ

れぞれにおいて利用者 10人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の

利用者の数が合算されるものではない。 

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定予防通所介護相当サービスを同時に行う場合であっても、常勤

の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものである（総合事業指定基準要綱第 53条第７項関係） 

（２）生活相談員（総合事業指定基準要綱第 53条第１項第１号） 

    生活相談員については、八王子市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平

成 26年八王子市条例第 44号）第５条第２項に定める生活相談員に準ずるものである。 

（３）機能訓練指導員（総合事業指定基準要綱第 53条第１項第４号） 

    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者（は

り師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん

摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事

した経験を有する者に限る。）とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じ

て行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が行っても差し支えない。 

（４）管理者（総合事業指定基準要綱第 54条） 

    予防訪問介護相当サービスの場合と同趣旨であるため、第三の１の（３）を参照されたい。 

２ 設備に関する基準（総合事業指定基準要綱第 55条） 

（１）事業所 

    事業所とは、指定予防通所介護相当サービスを提供するための設備及び備品を備えた場所をい

う。原則として一の指定予防通所介護相当サービス事業所に必要な設備は、当該事業所の中におい



て備えるものとするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存施設）を活用して、

事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定予防通所介護相当サービスを提供する場合であっ

て、これらを事業所の一部とみなすことができる場合は、当該既存施設を含めて設備基準を適用す

るものである。 

（２）食堂及び機能訓練室 

  ① 指定予防通所介護相当サービス事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定予防通所介護相当サ

ービスの機能訓練室等」という。）については、指定予防通所介護相当サービスが原則として同時

に複数の利用者に対し介護を提供するものであることに鑑み、次のとおりとすること。 

ア ３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、狭隘な部屋、スペー

スを多数設置することにより面積を確保すべきではないものである。 

イ 指定予防通所介護相当サービスの機能訓練室等は、その機能を十分に発揮しうる適当な広さ

を有し、原則として、同一の室内で必要な面積を確保するものであること。 

  ② 指定予防通所介護相当サービスの機能訓練室等と、指定予防通所介護相当サービス事業所と併

設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテーションを行うための

スペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えな

いものとする。 

   イ 当該部屋等において、指定予防通所介護相当サービスの機能訓練室等と指定通所リハビリテ

ーションを行うためのスペースが明確に区分されていること。 

   ロ 指定予防通所介護相当サービスの機能訓練室等として使用される区分が、指定予防通所介護

相当サービスの設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースと

して使用される区分が、指定通所リハビリテーションの設備基準を満たすこと。 

（３）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

    消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備

を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 

（４）指定予防通所介護相当サービス事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定予防通所介護相当サ

ービス以外のサービスを提供する場合 

    指定予防通所介護相当サービスの提供以外の目的で、指定予防通所介護相当サービス事業所の

設備を利用し、夜間及び深夜に指定予防通所介護相当サービス以外のサービス（以下「宿泊サービ

ス」という。）を提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供開始前に市長に届

け出る必要があり、当該サービスの届出内容については、別に通知するところによるものとする。

また、指定予防通所介護相当サービス事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報

を東京都に報告し、東京都は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。 

    指定予防通所介護相当サービス事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変

更の事由が生じてから 10日以内に指定権者に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービ

スを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の 1 月前までに指定権者に届け出るよう努

めることとする。 

３ 運営に関する基準 

（１）管理者の責務 



     総合事業指定基準要綱第 56条は、指定予防通所介護相当サービス事業所の管理者の責務を、指

定予防通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び指定予防通所介護相当サービスの利用の

申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定予防通

所介護相当サービス事業所の従業者に総合事業指定基準要綱の第４章第４節の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うこととしたものである。 

（２）運営規程 

    総合事業指定基準要綱第 57条は、指定予防通所介護相当サービスの事業の適正な運営及び利用

者に対する適切な指定予防通所介護相当サービスの提供を確保するため、同条第１号から第 11号

までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定予防通所介護相当サービス事業所ごとに

義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

   ① 営業日及び営業時間（第３号） 

     指定予防通所介護相当サービスの営業日及び営業時間並びに当該事業所のサービス提供時間

帯を記載すること。 

     なお、７時間以上９時間未満の予防通所介護相当サービスの前後に連続して延長サービスを

行う指定予防通所介護相当サービス事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サ

ービスを行う時間を運営規程に明記すること。 

     例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して１時間、後に連続して２時間、合計３時間の延

長サービスを行う指定予防通所介護相当サービス事業所にあっては、当該指定予防通所介護相

当サービス事業所の営業時間は 12時間であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延長サー

ビスを行う時間３時間とそれぞれ記載するものとすること。 

   ② 指定予防通所介護相当サービスの利用定員（第４号） 

     利用定員とは、当該指定予防通所介護相当サービス事業所において同時に指定予防通所介護

相当サービスの提供を受けることができる利用者の数（実人員数）の上限をいうものであるこ

と。 

   ③ 指定予防通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額（第５号） 

     「指定予防通所介護相当サービスの内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容

を指すものであること。 

   ④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号） 

     利用者が指定予防通所介護相当サービスの提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項（機

能訓練室を利用する際の注意事項等）を指すものであること。 

   ⑤ 非常災害対策（第９号） 

（８）の非常災害に関する具体的計画を指すものであること。 

（３）勤務体制の確保等 

    総合事業指定基準要綱第 58条は、利用者に対する適切な指定予防通所介護相当サービスの提供

を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するも

のとする。 

   ① 指定予防通所介護相当サービス事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、予防通

所介護相当サービス従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、生活相談員、看護職員、介護



職員及び機能訓練指導員の配置、各職種との兼務関係等を明確にすること。 

   ② 同条第２項は、原則として、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の従業者たる予防通

所介護相当サービス従業者によって指定予防通所介護相当サービスを提供しなければならない。

ただし、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に限り、第三者への委託等を

行うことを認めるものであること。 

   ③ 同条第３項は、当該指定予防通所介護相当サービス事業所の従業者たる予防通所介護相当サ

ービス従業者の質の向上を図るため、外部研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的

に確保することとしたものであること。 

   ④ 同条第４項は、予防通所介護相当サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福

祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講

じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を

向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現

していく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する

基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条において規定されて

いる看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修

修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級

課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とす

る。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、総合事業指定基準要綱附則において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月 31日までの間は、努力義務とされている。指定予防通所介護

相当サービス事業者は、令和６年３月 31日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者

に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新卒

採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に

限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、

採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合について

も、令和６年３月 31 日までは努力義務で差し支えない）。 

⑤ 同条第５項の規定は、指定予防訪問介護相当サービスに係る総合事業要綱第 12条第４項の規

定と基本的に同趣旨であるため、第３の一の３の(５)④を参照されたい。 

（４）利用料等の受領 

   ① 総合事業指定基準要綱第 59条第１項、第２項及び第４項の規定は、指定予防訪問介護相当サ

ービスに係る第 25 条第１項、第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第三の３の（16）

の①、②及び④を参照されたい。 

   ② 総合事業指定基準要綱第 57条第３項は、指定予防通所介護相当サービス事業者は、指定予防

通所介護相当サービスの提供に関して、総合事業指定基準要綱第 10条で定める、 

    イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎

に要する費用 



    ロ 指定予防通所介護相当サービスに通常要する時間を超える指定予防通所介護相当サービス

であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指

定予防通所介護相当サービスに係る第一号事業支給費用基準額を超える費用 

    ハ 食事の提供に要する費用 

    ニ おむつ代 

    ホ 前各号に掲げるもののほか、予防通所介護相当サービスの提供において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの 

      については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受けることができることとし、保

険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの費用については、厚生労働省告示

（居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成 17年厚生労働省

告示第 419号。以下「指針」という。））の定めるところによるものとし、ホの費用の具体的な

範囲については、厚生省通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

（平成 12年老企第 54号）」の定めを準用するものとする。 

   ③ 総合事業指定基準要綱第 59条第３項の規定は、利用料以外に「その他の費用の額」として「指

定予防通所介護相当サービスに通常要する時間を超える指定予防通所介護相当サービスであ

って利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定予

防通所介護相当サービスに係る第一号事業支給費用基準額を超える費用」を利用者から受け

取ることができるが、予防通所介護相当サービスでは、受け取ることができないので留意する

こと。 

（５）衛生管理等 

① 総合事業指定基準要綱第 61条は、指定予防通所介護相当サービス事業所の必要最低限の衛生

管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

    イ 指定予防通所介護相当サービス事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置

等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

    ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これ

に基づき、適切な措置を講じること。 

    ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

      なお、指定予防通所介護相当サービス事業者は、感染症の発生及びまん延を防止するため

予防通所介護相当サービス従業者の入職時や感染症が流行する季節の直前などに適宜、研修

を実施するよう努めなければならない。 

  ② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ず 

るべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、

同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、総合事業指定基準要綱附則において、３年間の経



過措置を設けており、令和６年３月31 日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種

により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含

め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするととも

に、感染対策担当者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事

業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する

時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定され

る。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記

しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

予防通所介護相当サービス従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」

の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所にお

ける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を

開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実

施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための

研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事



業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 （６）地域との連携等 

① 総合事業指定基準要綱第 61条の２第１項は、指定予防通所介護相当サービスの事業が地域に

開かれた事業として行われるよう、指定予防通所介護相当サービス事業者は、地域の住民やボラ

ンティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととした

ものである。 

② 同条第２項の規定は、総合事業指定基準要綱第 36条第２項と基本的に同趣旨であるため、第

三の３の（27）②を参照されたい。 

（７）非常災害対策 

① 総合事業指定基準要綱第 62条は、指定予防通所介護相当サービス事業者は、非常災害に際し

て必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の

対策の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の

整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知

徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協

力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的

計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水

害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消

防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている指定予防通所

介護相当サービス事業所にあってはその者に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなく

てもよいこととされている指定予防通所介護相当サービス事業所においても、防火管理につい

て責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

② 同条第２項は、指定予防通所介護相当サービス事業者が前項に規定する避難、救出その他の

訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであ

り、そのためには、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力

を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参

加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

（８）事故発生時の対応 

総合事業指定基準要綱第 63条は、利用者が安心して指定予防通所介護相当サービスの提供を受

けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したものである。指定予防通所介護相当サービス

事業所は、利用者に対する指定予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市

町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等

に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。 

また、利用者に対する指定予防通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、速やかに損害賠償を行わなければならないこととしたものである。 

なお、同条第１項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、



５年間保存しなければならない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

   ① 利用者に対する指定予防通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合の対応方法

については、あらかじめ指定予防通所介護相当サービス事業者が定めておくことが望ましいこ

と。 

   ② 指定予防通所介護相当サービス事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、

損害賠償保険に加入しておくか、又は必要な賠償資力を保持するよう努めること。 

   ③ 指定予防通所介護相当サービス事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生

を防ぐための対策を講じること。 

     なお、夜間及び深夜に指定予防通所介護相当サービス以外のサービスの提供により事故が発

生した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 

 （９）記録の整備 

  総合事業指定基準要綱第64条第２項は、指定予防通所介護相当サービス事業者が同項各号に規

定する記録を整備し、５年間保存しなければならないこととしたものである。 

なお、「当該利用者の契約終了の日」とは、契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の

死亡、利用者の自立等により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

 （10）業務継続計画の策定等 

① 総合事業指定基準要綱第65条の規定により指定予防通所介護相当サービスの事業について準

用される総合事業指定基準要綱第12条の２は、指定予防通所介護相当サービス事業者は、感染

症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定予防通所介護相当サービスの提供

を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、指定予防通

所介護相当サービス従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなけ

ればならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施につい

ては、総合事業指定基準要綱第65条の規定により指定予防通所介護相当サービスの事業につい

て準用される総合事業指定基準第12条の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、

他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生し

た場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあた

っては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、総合事業指定基準要綱附則において、３年間の経

過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもの

ではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 



ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の

対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動で

きるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合

に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務

継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施

することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に

係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 （11）虐待の防止 

  総合事業指定基準要綱第65条の規定により指定予防通所介護相当サービスの事業について準用

される総合事業指定基準要綱第36条の２の規定については、予防訪問介護相当サービスと同様で

あるので、第三の３の(28)を参照されたい。 

（12）準用 

    総合事業指定基準要綱第 65条の規定により、総合事業指定基準要綱第 12条の 2から第 22条ま

で、第 24 条、第 26 条、第 28 条、第 29 条、第 31 条から第 36 条まで、第 36 条の２及び第 38 条

は、指定予防通所介護相当サービスの事業について準用されるものであるため、第三の３の（６）

から（13）まで、（15）、（17）、（19）、（20）、（22）から（27）、（28）及び（30）を参照されたい。 

４ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（１）指定予防通所介護相当サービスの基本取扱方針 

    総合事業指定基準要綱第 66 条にいう指定予防通所介護相当サービスの基本取扱方針について、

特に留意すべきところは、次のとおりである。 

   ① 予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄

養改善といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境

調整等を通じて、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活



を営むことができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ行う

こと。 

   ② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじ

め、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

   ③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえ

って利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があると

の指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利

用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

   ④ 提供された介護予防サービスについては、予防通所介護相当サービス計画に定める目標達成

の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなけ

ればならないものであること。 

（２）指定予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針 

   ① 総合事業指定基準要綱第 67条第１項第１号及び第２号は、管理者は、予防通所介護相当サー

ビス計画を作成しなければならないこととしたものである。予防通所介護相当サービス計画の

作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる

等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、予防通所介護相当サービスの提供によっ

て解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明

確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、

予防通所介護相当サービス計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

   ② 予防通所介護相当サービス計画は、介護予防サービス計画又は介護予防プランに沿って作成

されなければならないこととされ、予防通所介護相当サービス計画の作成後に介護予防サービ

ス計画又は介護予防プランが作成された場合は、当該予防通所介護相当サービス計画が介護予

防サービス計画又は介護予防プランに沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するもの

とする。 

   ③ 同条同項第３号から第５号までは、サービス提供に当たっての利用者又はその家族に対する

説明について定めたものである。即ち、予防通所介護相当サービス計画は、利用者の日常生活全

般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について説明を

行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意

向の反映の機会を保障しようとするものである。管理者は、予防通所介護相当サービス計画の目

標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行うものとする。 

     また、予防通所介護相当サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければ

ならず、当該予防通所介護相当サービス計画は、総合事業指定基準要綱第 64条第２項の規定に

基づき、５年間保存しなければならないこととしている。 

   ④ 総合事業指定基準要綱第 67条第１項第６号は、指定予防通所介護相当サービスの提供に当た

っては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが提供できるよう、常に新しい技術を習得す

る等、研鑽を行うべきものであることとしたものである。 



   ⑤ 同条同項第７号から第９号までは、事業者に対して介護予防サービスの提供状況等について

介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者に対する報告の義務づけを行うとともに、

予防通所介護相当サービス計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタ

リング）を義務づけるものである。介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告については、

サービスが介護予防サービス計画又は介護予防プランに即して適切に提供されているかどうか、

また、当該計画策定時から利用者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認する

ために行うものであり、毎月行うこととしている。 

     また、併せて、事業者は予防通所介護相当サービス計画に定める計画期間が終了するまでに

１回はモニタリングを行い、利用者の予防通所介護相当サービス計画に定める目標の達成状況

の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認め

られる場合等については、担当する介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者等とも

相談の上、必要に応じて当該予防通所介護相当サービス計画の変更を行うこととしたものであ

る。 

   ⑥ 介護予防サービス計画又は介護予防プランに基づきサービスを提供している指定予防通所介

護相当サービス事業者については、第三の４の（２）の⑥を準用する。この場合において、「予

防訪問介護相当サービス計画」とあるのは「予防通所介護相当サービス計画」と読み替える。 

 

第六 雑則 

１ 電磁的記録について 

総合事業指定基準要綱第70条第１項は、指定第一号事業者等及び指定第一号事業等の提供に当たる

者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、要綱

で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により

行うことができることとしたものである。 

（１）電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する

方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

（２）電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルによ

り保存する方法 

（３）その他、総合事業指定基準要綱第70条第１項において電磁的記録により行うことができるとさ

れているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

（４）また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

総合事業指定基準要綱第70条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利



便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されてい

る又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）につい

て、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたもので

ある。 

（１）電磁的方法による交付は、総合事業指定基準要綱第13条第２項から第４項の規定に準じた方法

によること。 

（２）電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が

考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業

省）」を参考にすること。 

（３）電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面に

おける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印に

ついてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

（４）その他、総合事業指定基準要綱第70条第２項において電磁的方法によることができるとされて

いるものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、総合事業指定基準要綱又はこの要

領の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

（５）また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

  



別表一 

常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

利用者の数 

①に基づき置かなければな

らない常勤のサービス提供

責任者数 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者 

40人以下 １ １ 

40人超 80人以下 ２ １ 

80人超 120人以下 ３ ２ 

120人超 160人以下 ４ ３ 

160人超 200人以下 ５ ４ 

200人超 240人以下 ６ ４ 

240人超 280人以下 ７ ５ 

280人超 320人以下 ８ ６ 

320人超 360人以下 ９ ６ 

360人超 400人以下 10 ７ 

400人超 440人以下 11 ８ 

440人超 480人以下 12 ８ 

480人超 520人以下 13 ９ 

520人超 560人以下 14 10 

560人超 600人以下 15 10 

600人超 640人以下 16 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表二 

常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数（総合事業指定基準要綱第３

条第４項の規定の適用を受ける指定予防訪問介護相当サービス事業所の場合） 

利用者の数 

総合事業指定基準要綱第３

条第４項の規定の適用を受

ける訪問介護事業所が置か

なければならない常勤のサ

ービス提供責任者数 

常勤換算方法を採用する事

業所で必要となる常勤のサ

ービス提供責任者数 

50人以下 ３ ３ 

50人超 100人以下 ３ ３ 

100人超 150人以下 ３ ３ 

150人超 200人以下 ４ ３ 

200人超 250人以下 ５ ４ 

250人超 300人以下 ６ ４ 

300人超 350人以下 ７ ５ 

350人超 400人以下 ８ ６ 

400人超 450人以下 ９ ６ 

450人超 500人以下 10 ７ 

500人超 550人以下 11 ８ 

550人超 600人以下 12 ８ 

600人超 650人以下 13 ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表三 

予防通所介護相当サービスの人員配置基準を満たすために必要となる介護職員の勤務時間数の具体例

（単位ごと） 

 平均提供時間数 

3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

利   

用   

者 

５人 
3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

10

人 

3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

15

人 

3.0 

時間 

4.0 

時間 

5.0 

時間 

6.0 

時間 

7.0 

時間 

8.0 

時間 

9.0 

時間 

16

人 

3.6 

時間 

4.8 

時間 

6.0 

時間 

7.2 

時間 

8.4 

時間 

9.6 

時間 

10.8 

時間 

17

人 

4.2 

時間 

5.6 

時間 

7.0 

時間 

8.4 

時間 

9.8 

時間 

11.2 

時間 

12.6 

時間 

18

人 

4.8 

時間 

6.4 

時間 

8.0 

時間 

9.6 

時間 

11.2 

時間 

12.8 

時間 

14.4 

時間 

19

人 

5.4 

時間 

7.2 

時間 

9.0 

時間 

10.8 

時間 

12.6 

時間 

14.4 

時間 

16.2 

時間 

20

人 

6.0 

時間 

8.0 

時間 

10.0 

時間 

12.0 

時間 

14.0 

時間 

16.0 

時間 

18.0 

時間 

 

附 則 

この要領は、平成 28年３月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 


